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内部管理基本方針 Ehime Shinkin Bank Disclosure 2009

「業務の有効性および効率性」「財務報告の信頼性」「資産の保全」を確保するための前提となる「法令等遵守の徹底」を

最重要課題の一つとして位置付けています。「コンプライアンス基本方針」「コンプライアンス行動規範」を制定し、様々

な対応を図っています。

業務の健全性・安全性を確保するため、「内部管理基本方針」に基づき様々な施策を実践し、コーポレートガバナンスに

関する体制を有効に機能させるよう努めています。

理事会の議事録等、理事の職務執行にかかる文書は、内部規程に基づき適正な保存・管理を行っています。これらの

情報は、理事および監事が必要に応じて閲覧することができます。また、当金庫が保有する情報全般の開示および

持ち出し等について適切な管理を行うための内部規程を整備しています。

社団法人全国信用金庫協会が策定している「信用金庫行動綱領」および当金庫の「コンプライアンス・マニュアル」を

全役職員へ配付しています。また、研修や各部室店の勉強会で周知徹底を図っています。

経営の健全性・安全性を確保するため、「リスク管理の基本方針」およびリスクカテゴリー毎の管理方針に基づき、

統合的なリスク管理を行っています。リスク管理統括部門、カテゴリー毎の主管部門を定め、当金庫全体のリスク管理

の実効性および相互牽制機能を確保しています。また、監査部門において統合的リスク管理の有効性・適正性を監査

し、理事会、常勤理事会および監事へ報告するとともに、必要に応じて常勤理事会が改善の指示、改善状況の検証を

行っています。

コンプライアンス体系

役職員へのコンプライアンス意識の徹底

具体的な実践計画として年度毎に策定している「コンプライアンス・プログラム」に基づき業務を遂行し、進捗状況を

四半期毎に理事会へ報告しています。

コンプライアンス・プログラム

不正行為等の早期発見と是正を図るため、「公益

通報者保護規程」に役職員等からの相談または

通報の適正な処理の仕組みと通報者の保護等に

ついて定めています。

コンプライアンス上疑義のある行為を知った場合

に、所属部室店の上司を介さずコンプライアンス

統括部署に直接通報・相談できる窓口を設置し、

内部通報マニュアルを全役職員に配付しています。

内部通報制度

コンプライアンス常務会

コンプライアンス統括部署

営　業　店

担当部署（本部）

コンプライアンス常務会

常勤監事
調査チーム

法
令
等
遵
守
連
絡
会

理　事　会

常勤理事会

部室店長

職　　員　　等
（契約・パート・派遣・嘱託・退職者含む）

ホットライン
（通報・相談窓口）
経営企画部

リスク管理の基本方針および各リスクの管理方針の策定または重要な見直しなど、
理事会に付議するリスク管理に関する重要事項について審議しています。また、リスク
管理委員会、ＡＬＭ委員会からの付議・報告に基づく事項を審議し、決定しています。

各管理方針の見直しや各リスクのモニタリング、自己資本額の配賦基準の策定等を
行っています。リスクの把握と検証結果、対応策などは、定期的または必要に応じて常勤
理事会へ報告しています。

自己資本、市場リスク、流動性リスクのポジション枠・リスク限度額等の策定、遵守状況
のモニタリング、金利予測、資金の調達・運用戦略、経営計画に基づく収益コントロール
等の企画管理を行い、リスク管理委員会へ付議、報告しています。また、重要な事項は
その都度常勤理事会へ付議、報告しています。

組織上独立した監査
部門が法令等遵守態
勢の有効性および適
切性について監査し
ています。また、必要
に応じて改善の指示、
実施状況の検証を
行っています。

定
期
的
に
開
催
し
、責
任
者
に
対
し
法
令

等
遵
守
の
徹
底
を
図
っ
て
い
ま
す
。

経営にかかる高度判断が必要なコンプライ
アンスに関する事項について審議しています。

コンプライアンスに関する事項を一元的
に管理、統括しています。

コンプライアンス責任者、コンプライアンス
担当者を配置し、各業務に係るコンプライ
アンス事項を管轄しています。

監査部門

常勤理事会・監事

詳しくはＰ．33～40

常勤理事会

リスク管理委員会

ＡＬＭ委員会

リスク管理体制

コンプライアンス体制

理事の職務執行にかかる文書の保存等

リスク管理体制

報告

報告

報告

報告

報告

結果通知通報・相談

報告

通報・
相談

調査

報告

監
査
部
門

←

理　事　会

常勤理事会

リスク管理委員会

リスク管理統括部門

（経営企画部）
資産査定監査委員会ALM委員会

流動性リスク市場リスク自己資本 信用リスク

オペレーショナル・リスク

事務リスク システムリスク その他オペレー
ショナル・リスク

自己資本
管理部門

市場リスク
管理部門

流動性リスク
管理部門

与信管理部門 資産査定
監査部門

事務リスク
管理部門

システムリスク
管理部門

リスク管理部門

審査管理部門 事務指導部門 その他オペ
レーショナ
ル・リスク
（法務・風評・人的・
有形資産等）
管理部門

役　　割 構　成

常勤役員
（理事・監事）

専務理事
経営企画部担当役員
本部の部室長

経営企画部担当役員
経営企画部長
営業統括部長
審査第一部長
個人部長
資金運用部長
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内部管理基本方針 Ehime Shinkin Bank Disclosure 2009資　料　編

理事会および常勤理事会を意思決定・監督機関と位置付け、内部規程に基づき運営しています。理事会は、機関・職制・

業務分掌等に関する諸規程を策定し、理事の職務遂行の効率性確保に努めています。また、理事会は経営方針、経営

計画、業務・態勢に係る基本方針を定め、それ以外の主要な業務執行については常勤理事会において決定し、内部規程

に基づき理事会に報告しています。

監事は、監査業務の実効性を確保するため、常勤監事の指揮命令によりその職務を補助する専属の職員の配置を求める

ことができます。内部規程（監事会規程・監事監査基準）に基づき、監査に必要な事項について報告を受けるとともに、

理事会や常勤理事会等への出席、内部監査部門・会計監査人等との連携により、実効的な監査を行う環境を整備して

います。

当金庫の子会社・関連会社が行う業務の適切性を確保

するため、当金庫の関係部署が定期的にモニタリング

を行う等の措置を講じています。また、監事および

監査部門が、子会社・関連会社の業務について監査を

実施しています。

個々のリスクを経営体力（＝自己資本）の範囲内で一元的に管理することで、経営の健全化および収益力の向上に

努めています。3月末におけるリスク量は14,755百万円、未使用資本は26,313百万円であり、健全性を十分に確保

しています。

理事の職務執行の効率性確保

子会社・関連会社に対する統制

監事監査の環境整備

統合的なリスク管理

オペレーショナル・リスク 市場リスク 信用リスク

自己資本額
42,773

基本的項目
（Tier1）
41,068

自己資本比率
15.81％

配賦資本
19,500

配賦資本控除後
自己資本比率
8.60％

40,000

30,000

20,000

10,000

0

（単位：百万円）

1,705

補完的項目
（Tier2）

14,000

4,000

未使用資本
21,568

1,500

金利リスク　  10,000
価格変動リスク 4,000

3月末リスク量
14,755

リスク控除後
自己資本比率
10.36％

11,228

2,008

未使用資本
26,313

金利リスク　    7,380
価格変動リスク 3,848

【計算手法】

■信用リスク
　モンテカルロシミュレーション法により、信頼
　区間「99％」、保有期間「1年」の「信用VaR」を算出
　しています。
■オペレーショナル・リスク
　業務粗利益をベースとする「基礎的手法」により
　「オペレーショナル・リスク相当額」を算出して
　います。
■市場リスク
○金利リスク
金利変動率と過去の金利変動幅を用いて、信頼
区間「99％」、保有期間「1年」の「金利VaR」を算出
しています。
○価格変動リスク
株式については、過去のTOPIXに対する感応度
（β値）から、投資信託についてはリスクをリスク・
ファクターに分解し、ファクター毎の感応度（β
値）を求め、信頼区間「99％」、保有期間「1年」の
「価格変動VaR」を算出しています。

貸借対照表

財務諸表

（単位：百万円）

4,417

115,000

96

1,318

3,874

161,444

49,840

10,959

90,516

5,089

5,037

283,095

4,151

35,819

226,534

16,590

0

0

2,879

46

842

655

1,161

173

11,057

3,478

6,615

311

650

67

5

62

2,024

5,937

△ 2,699

（△ 1,786）

3,761

91,920

104

ー

3,879

173,619

60,577

9,581

95,851

3,869

3,739

298,935

3,755

34,995

242,799

17,384

0

0

2,770

37

842

368

1,337

185

11,731

4,212

6,712

ー

806

46

3

43

2,304

5,100

△ 2,122

(△ 1,369）

金　　　　額

( 資 産 の 部 ）

現 金

預 け 金

コ ー ル ロ ー ン

買 入 金 銭 債 権

金 銭 の 信 託

有 価 証 券

国 債

地 方 債

社 債

株 式

そ の 他 の 証 券

貸 出 金

割 引 手 形

手 形 貸 付

証 書 貸 付

当 座 貸 越

外 国 為 替

外 国 他 店 預 け

そ の 他 資 産

未 決 済 為 替 貸

信 金 中 金 出 資 金

前 払 費 用

未 収 収 益

そ の 他 の 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

土 地

建 設 仮 勘 定

その他の有形固定資産

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

その他の無形固定資産

繰 延 税 金 資 産

債 務 保 証 見 返

貸 倒 引 当 金

(うち個別貸倒引当金)

第58期末
平成20年3月31日現在

第59期末
平成21年3月31日現在

（単位：百万円）
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△ 2
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1,727

38,340

1,727

36,613

34,471

（1,500）

ー

2,141

△ 3

40,064

66

1,136

1,202

41,267

588,513

金　　　　額
科　　　　　目第58期末

平成20年3月31日現在
第59期末

平成21年3月31日現在
科　　　　　目

（ 負 債 の 部 ）

預 金 積 金

当 座 預 金

普 通 預 金

貯 蓄 預 金

通 知 預 金

定 期 預 金

定 期 積 金

そ の 他 の 預 金

譲 渡 性 預 金

借 用 金

借 入 金

そ の 他 負 債

未 決 済 為 替 借

未 払 費 用

給 付 補 て ん 備 金

未 払 法 人 税 等

前 受 収 益

払 戻 未 済 金

払 戻 未 済 持 分

職 員 預 り 金

そ の 他 の 負 債

賞 与 引 当 金

役 員 賞 与 引 当 金

退 職 給 付 引 当 金

役 員 退 職 慰 労 引 当 金

睡眠預金払戻損失引当金

偶 発 損 失 引 当 金

再評価に係る繰延税金負債

債 務 保 証

負 債 の 部 合 計

（ 純 資 産 の 部 ）

出 資 金

普 通 出 資 金

利 益 剰 余 金

利 益 準 備 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

特 別 積 立 金

(経営基盤安定化積立金)

(固定資産圧縮積立金)

当期未処分剰余金

処 分 未 済 持 分

会 員 勘 定 合 計

その他有価証券評価差額金

土 地 再 評 価 差 額 金

評価・換算差額等合計

純 資 産 の 部 合 計

負債及び純資産の部合計588,513 592,051資 産 の 部 合 計

愛媛信用金庫

関係部署

モニタリング モニタリング モニタリング
監査

監査部門・監事コンプライアンス
統括部門

愛媛信友株式会社 あいしんビジネス
サービス株式会社

モ
ニ
タ
リ
ン
グ

監
査

1,519




